
資料６

京都府国民保護計画の変更（案）

計画変更の概要

○京都丹後鉄道の運行をWILLER TRAINS株式会社が担当することとなり、
新たに指定地方公共機関に指定したことに伴う変更



京都府国民保護計画 新旧対照表

今回諮問の変更（案） 現行

（指定地方公共機関の追加によるもの） （平成26年11月変更）

【P.8】

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱 第３章 関係機関の事務又は業務の大綱

１ 関係機関の事務又は業務の大綱 １ 関係機関の事務又は業務の大綱

【指定公共機関及び指定地方公共機関】 【指定公共機関及び指定地方公共機関】

機関の名称 機関の名称

運送事業者 運送事業者

［鉄道事業者］ ［鉄道事業者］

日本貨物鉄道㈱ 日本貨物鉄道㈱

東海旅客鉄道㈱(関西支社) 東海旅客鉄道㈱(関西支社)

西日本旅客鉄道㈱(京都支社) 西日本旅客鉄道㈱(京都支社)

近畿日本鉄道㈱ 近畿日本鉄道㈱

京阪電気鉄道㈱ 京阪電気鉄道㈱

阪急電鉄㈱ 阪急電鉄㈱

京福電気鉄道㈱ 京福電気鉄道㈱

叡山電鉄㈱ 叡山電鉄㈱

嵯峨野観光鉄道㈱ 嵯峨野観光鉄道㈱

北近畿タンゴ鉄道㈱ 北近畿タンゴ鉄道㈱

WILLER TRAINS㈱


